
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

 
 

○
　

〃

〃

 

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

 
 

の

完

了

○
　

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

 

完

了

              

岡

山

県

公

報
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□
四
六
〇
□
農
地
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
□
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
□ 

令
和
七
年
十
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

農
地
の
所
在
等 

二 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等 

三 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
□
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
□ 

理
事
長 

森
下 

 

慎 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
□
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
□
て
い
る
□ 

五 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
倉
敷
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
□ 

倉
敷
市
浅
原
一
一
四
六
番
地 

所
在
及
び
地
番 

畑 

地
目 

四
七
九 

面
積
□
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

畑
□
果
樹
栽
培
□

と
し
て
利
用 

内 

容 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 

始 

期 

権
利
の
始
期
か
ら
令

和
十
二
年
十
月
三
十

一
日
ま
で 

存
続
期
間 

五
□
二
六
五
円 

借
賃
に
相
当
す
る 

補
償
金
の
額 
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□
四
六
一
□
農
地
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
□
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
□ 

令
和
七
年
十
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

農
地
の
所
在
等 

二 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等 

三 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
□
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
□ 

理
事
長 

森
下 

 

慎 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
□
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
□
て
い
る
□ 

五 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
高
梁
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
□ 

高
梁
市
備
中
町
西
山
一
五
二
四
番 

高
梁
市
備
中
町
西
山
一
五
二
二
番 

高
梁
市
備
中
町
西
山
一
五
一
七
番 

高
梁
市
備
中
町
西
山
一
五
一
三
番
二 

所
在
及
び
地
番 

田 田 畑 田 

地
目 

二
□
七
五
六 

一
□
〇
七
八 

二
□
二
一
六 

二
□
一
〇
一 

面
積
□
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

田
及
び
畑
□
飼
料

用
作
物
□
と
し
て

利
用 

内 

容 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 

始 

期 

権
利
の
始
期
か
ら
令

和
十
二
年
十
月
三
十

一
日
ま
で 

存
続
期
間 

四
〇
□
七
五
五
円 

借
賃
に
相
当
す
る 

補
償
金
の
額 
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□
四
六
二
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
西
郡
字
摺
子
木
三
九
〇
番
一
□
三
九
一
番
一
□
三
九
二
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

株
式
会
社
セ
ブ
ン―
イ
レ
ブ
ン
・
ジ
□
パ
ン 

代
表
取
締
役 

阿
久
津
知
洋 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
九
六
号 
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□
四
六
三
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
□
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
西
郡
字
摺
子
木
三
九
〇
番
一
□
三
九
一
番
一
□
三
九
二
番
一 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

緑
地 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
□
開
発
登
録
簿
は
□
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
□
□ 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
□
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

株
式
会
社
セ
ブ
ン―

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
□
パ
ン 

代
表
取
締
役 

阿
久
津
知
洋 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
九
六
号 
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